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公益財団法人千葉県下水道公社建設工事一般競争入札公告 第５号

印西市本埜第一中継ポンプ場機械設備更新工事の一般競争入札の実施について

一般競争入札を次のとおり実施する。

平成２８年８月１８日

                              公益財団法人 千葉県下水道公社

                              理 事 長 早 川  徹

１ 一般競争入札に付する事項

⑴ 工事名        印西市本埜第一中継ポンプ場機械設備更新工事

⑵ 工事を施工する場所  印西市みどり台 2丁目 434-3

⑶ 工事期限       平成３０年２月２８日

⑷ 工事の概要

ア 目的       印西市本埜第一中継ポンプ場の機械設備の一部が老朽化したため、設

備一式の交換及び長寿命化措置を行うものである。

イ 設備概要      主要設備（作業対象設備）

             ゲート設備 １式

             スクリーンかす設備  １式

             汚水沈砂設備  １式

             汚水ポンプ設備 １式

             その他付帯設備  １式

            上記設備の製作・撤去・据付・配管・長寿命化対策工事 １式

ウ 概要図       別に配付する工事概要図（平面図等を含む。）のとおりである。

⑸ 予定価格       落札決定後公表とする。

⑹ 入札方式

  本件は、一般競争入札参加資格確認申請書の提出時に、技術力等の価格以外の評価を行うため

に必要な資料を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価

方式の対象となる工事である。

⑺ その他

本工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４号)に基づき、

分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化の実施が義務づけられた工事である。

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項

本工事の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。

⑴ 千葉県建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登載されている者

のうち、水道施設工事について建設業法に定める特定建設業の許可を受けている者で、千葉県建
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設工事請負業者等指名停止措置要領及び印西市建設工事請負業者等指名停止措置要領に基づく指

名停止措置を、本工事の一般競争入札参加資格確認申請書提出期限日から本工事の開札の日まで

の間、受けていない者。

⑵ 資格者名簿における水道施設工事の格付がＡ等級である者。

⑶ 当該工事に、水道施設工事における建設業法第１５条第２号のイ又はロに該当する資格を有す

る者で、監理技術者資格者証を有する者を専任で配置できる者。ただし、機器等の工場製作のみ

の期間は、専任を求めないものとする。

⑷ 過去１５年間（入札公告の前年度までの１５ヵ年度間に当該年度の入札公告の日までを加えた

期間（平成１３年４月１日～平成２８年８月１８日））に、本工事と同種工事（国、地方公共団体

等発注の、下水道施設又は下水道類似施設の水中ポンプ設備（口径 250ｍｍ以上）の修繕又は据付

工事をいう。）を元請（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率２０％以上の場合のものに

限る。）として施工した実績がある者。ただし、千葉県経常建設共同企業体取扱要綱に基づき結成

された経常建設共同企業体（以下、「経常 JⅤ」という。）にあっては、いずれかの構成員に当該実

績のある者。

⑸ 経常 JⅤで参加した場合には、その構成員は参加することができない。

⑹ 当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある

者でないこと。

ア この工事に係る設計業務等の受託者

  商 号  株式会社 パスコ

  所在地  東京都目黒区東山 1-1-2

イ 当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある者

（ア）当該受託者の発行済株式総数の１００分の５０を超える株式を有し、又はその出資の総

額の１００分の５０を超える出資をしている者

（イ）代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている者

⑺ 次の届出の義務を履行していない者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。経常ＪＶ

にあっては、構成員のすべてが該当しないこと。

ア 健康保険法（大正 11年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出の義務

イ 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出の義務

ウ 雇用保険法（昭和 49年法律 116 号）第７条の規定による届出の義務

⑻ 公益財団法人千葉県下水道公社財務規程第６７条の規定のほか、次の各号に該当しない者。

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者又は本工事の入札日前６

か月以内に手形、小切手を不渡りした者。

イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更

生手続開始決定がされていない者。

ウ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再

生手続開始決定がされていない者。

※ 上記⑷における「国、地方公共団体等」とは、国、地方公共団体、地方共同法人日本下水道事

業団及び下水道公社（公益財団法人、一般財団法人、特例民法法人）をいう。

   「下水道類似施設」とは、農業集落排水施設、漁業集落排水処理施設、林業集落排水処理施設、
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地域し尿処理施設をいう。

３ 総合評価に関する事項

⑴ 総合評価の方法

ア 評価方法を特別簡易型とする。

イ 「標準点」を１００点とし、「加算点」の最高点を２０点とする。

ウ 「加算点」の算出方法は、下表⑵の評価項目毎に評価を行った結果、得られた「評価点の合

計値」が、入札参加者のうち、最も高い者に２０点の「加算点」を与える。その他の者は「評

価点の合計値」に応じ按分して求められる点数を「加算点」として与える。

エ 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の「標準点」と上記によって得ら

れる「加算点」の合計を、当該入札者の入札価格で除して得た数値（以下「評価値」という。）

をもって行う。

⑵ 価格以外の評価点の算定方法

ア 価格以外の評価点を算定する評価項目及び評価基準

評価項目 配点 評価基準 評価点

ア 企業の施工実績

・過去１０年間の同種工事の施工実績に

より評価する。
１点

国・県・千葉県下水道公社・市

町村等の実績あり
１点

その他の実績又は実績なし ０点

イ 工事成績評定

・千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事

（水道施設）における工事成績評定点の

平均値により評価する。

・対象となる評定点がない場合は、平均

値を６５点とみなす。

６点

～

－４点

８０点以上 ６点

８０点未満７７．５点以上 ５点

７７．５点未満７５点以上 ４点

７５点未満７２．５点以上 ３点

７２．５点未満７０点以上 ２点

７０点未満６５点以上 ０点

６５点未満 －４点

ウ 優良工事表彰

・過去２ヵ年度間の水道施設工事におけ

る優良工事表彰を評価する。

２点

千葉県知事表彰あり ２点

なし ０点

エ 事故及び不誠実な行為

・千葉県、千葉県下水道公社及び印西市

市所掌工事における過去の事故及び不誠

実な行為の有無。 ０点

～

－４点

平成 28 年 3 月 31 日迄に発生した

過去の事故及び不誠実な行為

なし ０点

過去１年間に文書注意あり －２点

過去２年間に指名停止あり －４点

平成 28 年 4 月 1 日以降に発生し

た過去の事故及び不誠実な行為

なし ０点

過去６か月間に工事事故による －１点
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文書注意あり

過去１年間に工事事故による指

名停止あり
－２点

過去１年間に不誠実な行為によ

る文書注意あり
－２点

過去２年間に不誠実な行為によ

る指名停止あり
－４点

オ ＩＳＯ認証取得

・ＩＳＯ９００１またはＩＳＯ１４００

１の取得について評価する。

１点

取得あり １点

なし ０点

カ 手持工事量の状況

・千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事

（水道施設）における「過去２ヵ年度間

の平均受注額」と「年間受注額」との比

率

１点

１.０未満 １点

１.０以上 ０点

キ 主任（監理）技術者資格

２点

一級土木施工管理技士または技

術士（水道施設に係るものに限

る）

２点

その他の資格 ０点

ク 配置予定技術者の施工経験

・過去１０年間の同種工事の施工経験に

より評価する。
２点

国・県等・千葉県下水道公社・

印西市の実績あり
２点

市町村等（印西市を除く）の実

績あり
１点

その他の実績又は実績なし ０点

ケ 主任（監理）技術者として施工した

千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事に

おける過去１ヵ年度間の「業種：水道施

設」での工事成績

１点

８０点以上の実績あり １点

なし ０点

コ 地域精通度

・過去１０年間の印旛土木事務所管内で

の施工実績により評価する。 ３点

国・県等・千葉県下水道公社・

印西市の実績あり
３点

市町村等（印西市を除く）の実

績あり
２点

その他の実績又は実績なし ０点

サ 地域特有貢献度

・千葉県内での地域美化活動等のボラン

ティア実績

・千葉県内在住の障害者雇用促進

１点 いずれか１件に該当 １点
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・千葉県内在住の高年齢者雇用促進

・千葉県内在住の女性雇用促進 該当なし ０点

シ 総合評価方式での履行義務違反

・千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事

における総合評価方式の履行義務違反に

ついて評価する。

０点

～

－２点

なし ０点

工事成績評定点の減点措置あり －２点

イ 価格以外の評価項目における同種工事に該当する工事

  ・企業の施工実績に求める同種工事とは、国、地方公共団体等発注の、下水道施設の水中ポン

プ設備（口径 250ｍｍ以上）の修繕又は据付工事を元請けとして施工した工事をいう。

  ・配置予定技術者に求める同種工事とは、国、地方公共団体等発注の、下水道施設の水中ポン

プ設備（口径 250ｍｍ以上）の修繕又は据付工事を元請けとして施工管理した実績（技術者につ

いては製作期間を除く全期間について評価する）のある工事をいう。

   ※ 上記イにおける「国、地方公共団体等」とは、国、地方公共団体、地方共同法人日本下水

道事業団及び下水道公社（公益財団法人、一般財団法人、特例民法法人）をいう。

  ウ 各項目の評価の対象期間

  ・過去１０年間の同種工事の実績及び当該管内での工事施工実績は、入札公告の前年度からの

１０ヵ年度間に当該年度の入札公告の日までを加えた期間（平成１８年４月１日～平成２８年

８月１８日）に竣工した工事を評価する。

  ・工事成績の平均点の評価対象とする工事は、

１ 入札公告の日の属する年度を除く、直近の過去２ヵ年度間（平成２６年４月１日～平成

２８年３月３１日）に竣工した千葉県及び千葉県下水道公社発注の総合評価方式で落札し

た同業種の工事成績を評価の対象とする。

   ２ ただし、上記１に該当する工事がない場合は、入札公告の日の属する年度を除く、直近

の過去２ヵ年度間に竣工した千葉県及び千葉県下水道公社発注の同業種全ての工事成績を

評価の対象とする。

    ３ ただし、上記２に該当する工事がない場合は、入札公告の日の属する年度を除く、直近

の過去５ヵ年度間に竣工した千葉県及び千葉県下水道公社発注の同業種全ての工事成績を

評価の対象とする。

   ・過去２ヶ年度間の優良工事表彰は平成２６年度及び平成２７年度に表彰を受けたもの（平成

２５年度及び平成２６年度工事）を評価する。

  ・千葉県、千葉県下水道公社及び印西市所掌工事における過去の事故及び不誠実な行為につい

て、平成２８年３月３１日までに発生した過去の事故及び不誠実な行為による「過去２年間に

指名停止あり」については指名停止期間が入札公告日から遡って２年間（平成２６年８月１８

日～平成２８年８月１７日）にかかるものを減点の対象とする。

    また、平成２８年３月３１日までに発生した過去の事故及び不誠実な行為による「過去１年

間に文書注意あり」については文書注意日が入札公告日から遡って１年間（平成２７年８月１

８日～平成２８年８月１７日）にかかるものを減点の対象とする。

    平成２８年４月１日以降に発生した不誠実な行為による「過去２年間指名停止あり」につい
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ては指名停止期間が入札公告日から遡って２年間（平成２８年４月１日～平成２８年８月１７

日）にかかるものを減点の対象とする。

    また、平成２８年４月１日以降に発生した不誠実な行為による「過去１年間に文書注意あり」

については文書注意日が入札公告日から遡って１年間（平成２８年４月１日～平成２８年８月

１７日）にかかるものを減点の対象とする。

    また、平成２８年４月１日以降に発生した工事事故による「過去１年間に指名停止あり」に

ついては指名停止期間が入札公告日から遡って１年間（平成２８年４月１日～平成２８年８月

１７日）にかかるものを減点の対象とする。

    また、平成２８年４月１日以降に発生した工事事故による「過去６ヶ月間に文書注意あり」

については文書注意日が入札公告日から遡って６ヶ月間（平成２８年４月１日～平成２８年８

月１７日）にかかるものを減点の対象とする。年度単位ではない。

   ・千葉県及び千葉県下水道公社所掌工事における総合評価方式の履行義務違反は、入札公告日

の属する年度を除く直近の過去１ヵ年度間（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日）に

かかるものを減点の対象とする。

  エ 手持工事量比率の算出方法

  ・手持工事量比率＝年間受注額÷過去２ヵ年度間の平均受注額

   ・「年間受注額」とは、入札公告日から遡って１年間（平成２７年８月１８日～平成２８年８月

１７日）に契約した建設工事の契約額の合計額とする。ただし、予定価格２５０万円未満の建

設工事を除く。

  オ 配置予定技術者を複数提出している場合は、配置予定技術者に係る「キ 主任（監理）技術

者資格」、「ク 配置予定技術者の施工経験」、及び「ケ 過去１ヵ年度間の工事成績」の評価点

の合計値が最も低い技術者で評価するものとする。

  カ 上記に定めのない事項に関する評価点の算定にあたっては、別に配付する「総合評価方式

（特別簡易型、簡易型）における評価項目及び評価基準詳細説明書」に基づき行うものとする。

４ 入札執行

  資格確認の結果として資格を有すると認められた者が一人の場合においても入札を執行すること

とし、また、入札執行の結果として有効な入札者が一人の場合においても落札決定を行うこととす

る。ただし、低入札価格調査の結果により有効な入札がなくなった場合は入札を取り止めることと

する。

  第１回目の入札が予定価格の制限の範囲内でない場合は、再度入札を行うこととし、この場合は、

別途文書により通知する。なお、再度入札の回数は１回とし、再度入札においても内訳書の提出を

必要とする。

⑴ 入札の場所  千葉市美浜区磯辺８－２４－１

公益財団法人千葉県下水道公社２階第一会議室(花見川終末処理場管理棟２階)

⑵ 入札の日時（第１回目）

  平成２８年９月２７日（火） 午前９時３０分から

郵便及び電報による入札は認めないので、当該日時に当該場所に集合すること。
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５ 入札参加資格の確認等

本工事の入札参加を希望する者は、別に配付する（下記７⑸と併せて配付する。）一般競争入札参

加資格確認申請書及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を持参により提出し、入札参加資

格の確認を受けなければならない。

⑴ 資格確認資料の提出期間等

ア 期 間  平成２８年９月１日（木）から平成２８年９月５日（月）まで

       (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

ウ 場 所  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１   電話 ０４３(２７８)１６３１

エ 提出部数 ２部

⑵ 資格確認資料の様式

公告日より、上記ウの場所で設計図書等と併せてＣＤ－Ｒで配付する様式を用いる。

⑶ 入札参加資格の確認結果通知

平成２８年９月１４日（水）に、郵便をもって通知する。

６ 技術資料の提出

  本工事の入札参加を希望する者は、別に配付する、技術力等の価格以外の評価を行うために必要

な資料（以下、「技術資料」という。）を、提出しなければならない。

⑴ 提出期間等

ア 期 間  平成２８年９月１日（木）から平成２８年９月５日（月）まで

    (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

ウ 場 所  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１   電話 ０４３(２７８)１６３１

エ 提出部数 ２部

⑵ 技術資料の様式

公告日より、上記ウの場所で設計図書等と併せてＣＤ－Ｒで配付する様式を用いる。

⑶ 資料提出の事前申し込み

  「５ 入札参加資格の確認等」及び「６ 技術資料の提出」に係る資料の提出は、原則として電

話により下記まで事前に申し込みを行ない、提出日時を決定するものとする。

   なお、先着順とするため、応募が殺到した場合は、提出日時が希望に沿えない場合もある。

ア 期 間  平成２８年８月１８日（木）から平成２８年９月１日（木）まで

       (土曜日、日曜日等の休日を除く。）

イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

ウ 場 所  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課 電話 ０４３(２７８)１６３１

７ 契約条項等を示す場所

本工事に係る契約書案、入札約款、設計図面及び仕様書（以下「設計図書等」という。）の縦覧及
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び無償配付を次のとおり行う。

⑴ 縦覧期間

平成２８年８月１８日（木）から平成２８年９月２６日（月）まで

(土曜日、日曜日等の休日を除く。）

⑵ 縦覧時間

午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

⑶ 縦覧場所

公益財団法人千葉県下水道公社 総務課

住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１   電話 ０４３(２７８)１６３１

⑷ 縦覧の申込み

   設計図書等の縦覧を希望する者は、電話等で申し込むこと。

希望日時を考慮して、縦覧日時を指定する。

⑸ 設計図書等の配付

希望者に、次により設計図書等を無償で配付する。

ただし、希望者は未記入のＣＤ－Ｒを持参し、入力済みＣＤ－Ｒと交換する。

ア 申込先及び配付場所

  公益財団法人 千葉県下水道公社 総務部総務課

住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１

電話 ０４３(２７８)１６３１  ＦＡＸ番号 ０４３(２７７)９６５７

  イ 申込方法

    希望者は、平成２８年８月１８日（木）から平成２８年９月２３日（金）までに、電話又は

ファクシミリ（会社名、住所、電話番号、担当者名及び工事名を連絡すること。）により申し込

むこと（土曜日、日曜日等の休日を除く。）

    また、一度申し込んだものをキャンセルする場合も申込期間内に連絡すること。

ウ 配付期間  平成２８年８月１８日（木）から平成２８年９月２６日（月）まで

エ 配付時間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

⑹ 設計図書等に対する質問

設計図書等に対する質問がある場合は、設計図書等と共に配布された指定の書式にて公益財団

法人千葉県下水道公社理事長あてに書面及びその電子データ（マイクロソフトエクセル）をＣＤ

－Ｒで持参し、提出すること。

ア 提出日  平成２８年９月６日（火）

イ 時 間  午前９時から正午まで及び午後１時から午後５時まで

ウ 提出先  公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

住所 千葉市美浜区磯辺８－２４－１   電話 ０４３(２７８)１６３１

質問に対する回答は、平成２８年９月１４日（水）に時間を指定した上で行う。

８ 入札保証金 免除

９ 入札書の金額
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落札決定に当たっては、入札書の金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した金額（当

該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とする

ので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積った契約希望金額の 108分の 100に相当する金額とすること。

10 入札に関する注意事項

⑴ 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。

⑵ 入札書、誓約書及び委任状（公社様式）には、工事名及び工事を施工する場所をこの公告の記

載に従い記入すること。

⑶ 入札者が、代理人である場合においても、誓約書及び入札書には、代表者印を押すこと。

⑷ 誓約書及び代理人が入札を行う場合に委任状の提出がない場合は、入札に参加することはでき

ない。なお、委任状は代理人の印では修正できない。

⑸ 公益財団法人千葉県下水道公社理事長あてに年間委任状（公社様式）が提出されている場合は、

その写しを提出すること。

⑹ 入札に際し、当該工事の入札参加資格確認結果通知の写しを提出すること。

⑺ 入札参加資格確認結果通知を受けた後、入札を希望しない場合には、参加しないことができる

ので、入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。

11 工事費内訳書の提出

⑴ 本工事の入札参加を希望する者は、入札金額の内訳を記載した工事費内訳書を提出しなければ

ならない。また、再入札を行う場合も、再入札の金額に応じた工事費内訳書を提出すること。

⑵ 工事費内訳書は、入札書提出時に持参により入札書と併せて提出するものとする。

⑶ 工事費内訳書は、「公益財団法人千葉県下水道公社発注工事の入札における工事費内訳書取扱要

領」（平成２７年４月１日制定）（以下、「取扱要領」という。）によるものとする。

  ただし、取扱要領第２条第３項（３）（表－１）中、「種目別内訳、科目別内訳及び中科目別内

訳まで」とあるのは、「本工事費内訳書、細別内訳書、明細書まで」とする。

⑷ 取扱要領第５条に基づく「重大な不備」に該当した場合、入札が無効となるので留意すること。

12 調査基準価格

本工事は低入札価格調査制度が適用される工事である。よって、調査基準価格を設定する。

13 落札者の決定方法

次の各要件に該当する者のうち、総合評価の方法によって得られた評価値の最も高いもの（以下

「最高評価値者」という。）を落札者とする。

ただし、落札者となるべき者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行

がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩

序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせ

ず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者

とすることがある。
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⑴ 入札価格が、千葉県下水道公社財務規程第 74 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲

内であること。

⑵ 評価値が、標準点を予定価格で除した数値を下回らないこと。

14 低入札価格調査

⑴ 最高評価値者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施

のうえ、後日決定する。入札者にはその決定の通知をする。

⑵ 最高評価値者であっても、入札価格が調査基準価格を下回る場合は、必ずしも落札者とならな

い場合がある。

⑶ 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、「落札者に必要な条件を満たし、かつ、

調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち評価値の最も高い者」に比して評価値が同等

以上である者（以下「低価格入札者」という。）は、事後の事情聴取等の調査に協力しなければな

らない。なお、最高評価値者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない

者のした入札は無効とする。

⑷ 低価格入札者は、低入札価格調査の実施者から書類の提出の指示があったときは、開札日の翌

日から起算して５日以内（この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この

期間に算入しない。）に、低入札価格調査の実施者から指示された当該書類を作成し提出しなけれ

ばならない。なお、最高評価値者でなくとも提出しなければならず、規定の期日までに提出しな

い者のした入札は無効とする。

⑸ 調査の結果、「価格失格判定基準」又は「価格失格判定基準以外の失格判定基準」に該当する場

合は、当該低価格入札者のした入札を失格とする。なお、入札に際して提出する工事費内訳書は、

調査の資料として提出する。

15 入札の無効

本公告に示した入札参加者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入

札約款等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において指

名停止期間中である者は、入札に参加できない。

16 配置予定技術者の確認

⑴ 本工事の入札参加を希望する者は、資格確認資料と併せ、別に配付する「専任配置予定技術者

の従事工事等の状況」を提出すること。

また、配置予定技術者を複数（※）提出する場合は、技術者ごとに提出すること。

※ 工場製作から本工事の現地へ工事の現場が移行する時点で、配置予定技術者を交代する予定の

者（工場製作のみが行われている期間に配置する配置予定技術者と、本工事の現地に専任配置す

る配置予定技術者を別ける予定の者）は、すべての配置予定技術者に係る「専任配置予定技術者

の従事工事等の状況」を提出すること。

⑵ 落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された

場合は、契約を結ばないことがある。なお、病気・死亡・退職等極めて特別な場合で発注者がや
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むを得ないと認め、適正な工事に支障がないと判断した場合のほかは、配置技術者の変更は認め

られない。

17 苦情等の申立て

⑴ 本工事の入札に参加申請をしたうえで資格がないとされた者は、その理由について、入札参加

資格確認結果通知日から起算して７日以内(休日を除く。）に、書面により理事長に説明を求める

ことができる。理由は説明を求められた日から 3 日以内(休日を除く。）に書面で回答する。

⑵ 総合評価方式による入札において落札者にならなかった者は、その理由について、総合評価方

式の評価調書を公表した日から起算して 7 日以内(休日を除く。）に、書面により理事長に説明を

求めることができる。理由は説明を求められた日から 5 日以内(休日を除く。）に書面で回答する。

18 その他

⑴ 資格確認資料及び技術資料の作成説明会は、実施しない。

⑵ 現場説明会は、実施しない。

⑶ 資格確認資料のヒアリングは、実施しない。

ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確認できない場合には、説明を求めることがある。

⑷ 提出された資格確認資料及び技術資料は、提出時に１部を返却し、残部については返却しない。

なお、公表し、また無断で使用することはしない。

⑸ 工期は、事情により変更することがある。

⑹ 入札参加者は、入札約款及び契約書案を熟読し、遵守すること。

⑺ 落札者は、資格確認資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に専任で配置すること。

⑻ 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の１０分の３以

上とする。

⑼ 低入札価格調査を受けた者との契約については、前払金の割合を請負代金額の１０分の２以内

とする。

⑽ 低入札価格調査を受けた者との契約については、千葉県及び公益財団法人千葉県下水道公社が

発注し、過去２年以内に竣工した工事等に関して、以下に該当する場合は、監理技術者とは別に

同一の資格を満たす技術者を専任で１名現場に配置することとする。

ア ６５点未満の工事成績評定を受けている者。

イ 発注者から施工中又は施工後において、瑕疵に起因し工事請負契約に基づく補修（軽微な手

直しは除く。）又は損害賠償を請求された者。

ウ 品質管理等に関し、指名停止を受けた者。

エ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者。

19 問い合わせ先

公益財団法人千葉県下水道公社 総務部総務課

電話 ０４３(２７８)１６３１


